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 はじめに 

本マニュアルでは、ＮＩＣＥ電子申請を初めて使おうとする方を対象に、ＮＩＣＥ電子申請の機能全体をご説

明します。 

 

 改訂履歴 

発行日 概要 

2025/06/25 初版 
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第1章 システム概要 

 

本システムの全体イメージをつかみます。 

1. 本システムの特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 動作環境 

ブラウザ Google Chrome/Microsoft Edge/Fire Fox/Safari 

画面サイズ 1500×835以上 

その他 PDF閲覧ソフト（Adobe Readerなど） 

Microsoft Excel（建築工事届等の作成用） 

  

 

便利で手軽 

24時間いつでもインターネット環境のみで

申請できます。 

特別なソフトや電子証明書も不要です。 

 

様式入手が不要 

確認申請書の最新様式

はシステムにお任せで

す。常に最新の様式で

作成されます。 

必要に応じ、古い様式

での作成も可能です。 

 

簡単な操作 

電子ファイルをアッ

プロードする要領で

申請できます。 

補正手続も同じ要領

です。確認済証交付

は従前どおり書面、

副本は電子ファイル

となります。 

 

印刷・折込が不要 

ペーパーレスで申請するため、面倒な正副

印刷や折り込み手間から解放されます。 

 

社内で情報共有 

当機関に提出した申請を社内で一元管理で

き、審査の進捗状況も共有できます。 

 

協力会社とも共有 

申請図書を協

力会社とも共

有できます。

協力会社が直

接補正するこ

ともできま

す。 
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3. 本システムご利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・「申請」には、事前相談（いわゆる仮受付）と本申請があります。 

・利用申込後、アップロードした申請用ファイルを本申請するか、事前相談に留めるかは、「申請」の操

作で選択することができます。 

利用申込

申請用ファイル

作成

申請

補正

済証交付

協力会社

による補正

本システム初回利用時のみ、利用申込が必要です。 

利用申込後、当機関より利用者ＩＤを発行します。 

同一事務所内の利用者追加はご自身で行えます。 

第２章 

参照 

申請用図面をＰＤＦ形式で作成します。 

申請様式は、確認・省エネ適判については本システムで作成し、そ

れ以外は別途ＰＤＦで作成します。 

 

第３章 

第４章 

参照 

本システムに申請用ファイルをアップロードし、申請ボタンを押す

だけで申請が完了します。 

申請後、本システムのご利用を促すお知らせは電子メールで届き

ます。 

第３章 

第４章 

参照 

当機関からの補正依頼に基づき、補正した申請用ファイルを送信

します。申請済みの最新図面は、本システムで随時表示可能です。 

補正の履歴も呼び出すことができます。 

 

第５章 

参照 

社内の利用者同士のデータ共有はもちろん、構造・設備等の協力

会社と本システム上でデータ共有し、必要に応じて協力会社が直

接補正することもできます。 

 

第６章 

参照 

済証・副本とも本システムからダウンロードすることにより取得し

ます。済証については、お客様のご要望に応じ、郵送又は窓口手

渡しも可能です。 

第７章 

参照 
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第2章 利用者登録 

 

本システムを利用するためのＩＤとパスワードを設定します。 

1. ご利用のお申込み 

① 当機関のホームページから［WEB申請］をクリックします。 
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② ［新規登録］をクリックします。 

 

 

  

 
新規登録は原則として会社単位です。既に社内に本システムのユーザーがいらっしゃる場合、

本章によらず、社員管理権限をお持ちのユーザーにＩＤの発行を依頼してください。 

会社として新規登録を重複して行うと、情報共有が困難となります。 
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③［ご利用のお申込み］画面に必要事項

を入力し、［登録内容の確認］をクリッ

クします。 

 

 

 

 

④［お申込み内容の確認］画面で［登録］

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑤右の画面が表示されれば利用申込は

完了です。ブラウザの×ボタンで画面

を閉じます。 

 

ユーザー登録申請を受け付けた旨のお知らせメールが数分内に届きます。引き

続き、お知らせメールにてログインＩＤが届くのをお待ちください。 

 

 
 

・メールアドレスは本システムからのログ

インＩＤの通知先となります。入力間違い

のないことをよく確認してください。 

・［ご利用のお申込み］画面の入力事項は

すべて、利用者登録の完了後に修正で

きます。 
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2. ログインＩＤの取得 

利用者登録が完了した旨

のお知らせメールが届きます。

お知らせメールに記載された

ログインＩＤを控えておいて

ください。 

 

 

 

 

 

  

こんなときは・・・ 

・ユーザー登録申請を受け付けた旨のお知らせが届かない。。。 

メールアドレスの入力に誤りがあった可能性があります。この場合、ログイン ID を取得す

る手段がありませんので、お手数ですが当機関までお問い合わせください。 

 
このお知らせは、当機関での承認処理が完了後に届きます。承認処理には数日かかる場合があり

ますので、お急ぎの際は当機関までお問い合わせください。 
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3. パスワードをお忘れの場合 

ユーザー登録時にご指定いただいたパスワードをお忘れの場合は、パスワードの再設定

をお願いします（当機関にお問い合わせいただいてもお調べできません）。 

①ログイン画面から［パスワー

ドをお忘れの方はこちら］をク

リックします。 

 

 

 

 

 

②必要事項を入力して［送信］を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

③ ログインパスワード再設定手続きのお知らせメールが届きます。お知らせメー

ルに記載されたＵＲＬをクリックします。 

 

 

④［パスワードの変更］画面が

開きます。必要事項を入力し、

［変更］をクリックします。 

 

 

 

 

以上でパスワードの再設定は完了です。 

 
ＵＲＬの有効時間は３０分です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


